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回　　答　　書

業務名 新たな地域資源等を活用した体験コンテンツ造成業務委託

回　　答　　内　　容

（2）モニターツアーの実施「オ．モニターツアーの様子を写真及び動
画にて撮影し、今後プロモーションにも使用できるようデータを納品す
ること」とありますが、これは（5）情報発信・プロモーションの実施 
の「ア. 情報発信素材の制作」における「ⅰ.各コンテンツ実施風景の
動画制作」の動画撮影をモニターツアーにおいて行うことを指します
か。

モニターツアー時の撮影に限ったものではない。
モニターツアー以外で各コンテンツ実施風景の動画制作をしていただく
ことも可能。

i～vi以外の体験コンテンツを含めた内容のコンテンツ造成も可能で
しょうか。

可能。
ただし、i～viと連携した体験コンテンツの造成は必須とする。

モニターツアー実施時期が各コンテンツ同日開催とは、３件以上のコン
テンツを同日・同タイミングにて開催するのでしょうか。

同日開催であるが、同タイミングで実施するものではない。

「チラシを制作」とありますが、制作の最低ロット数はありますか。

定めていないが、効果的な発信が行われるよう協議の上決定するものと
する。
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